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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療機関から回収したデータを受け入れるサーバーコンピュータであって、該回収され
たデータが医療機関のための複数の清掃プロセスマップ内のモニターされた検証ポイント
に基づき、該清掃プロセスマップの各々が、医療機関内の複数のモジュールの異なるもの
に対応し、対応するモジュールと関連したハウスキーピング手法を定義するサーバーコン
ピュータ；
　医療機関を独自に特定する病院データと関連した医療機関から回収したデータを記録し
、医療機関内の複数のモジュールの各々を定義するモジュールデータを記録し、対応する
モジュールデータと関連した複数の清掃プロセスマップを記録するサーバーコンピュータ
と連結されたデータベース；
　回収したデータを分析し、そこから、医療機関内のハウスキーピング手法の順守を示す
検証データを生じさせるサーバーコンピュータに存在する分析アプリケーション；そして
　回収したデータ、検証データ、病院データおよびモジュールデータに基づいて、医療機
関の清浄度を特徴付けるレポートを生じさせるサーバーコンピュータに存在するレポーテ
ィングアプリケーション
を含むシステムであって、各清掃プロセスマップは、さらに、貯蔵プロセスおよび検証プ
ロセスを含み、貯蔵プロセスは清掃製品、ツール、および繊維製品のための貯蔵条件を定
義し、検証プロセスは医療機関内で関連したモジュールの清浄度を示す１以上の検証ポイ
ントを定義し、さらに、検証プロセスは、１以上の検証ポイントの各々についてモニター
リング手法を定義し、１以上の検証ポイントが満足しない場合において是正措置を特定す
るシステム。
【請求項２】
　少なくとも１つの検証ポイントが、検証プロセスのうちの１つのコンポーネントに対し
て所望の特徴を特定する標的パラメータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　少なくとも１つの検証ポイントが、最小消毒濃度を特定する標的パラメータを含む、請
求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　分析アプリケーションが、分注された消毒剤が最小消毒濃度に対する標的パラメータを
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満たすかどうかを決定する、請求項１～３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５】
　分析アプリケーションが、第１の検証データを生じさせる第１期間から回収したデータ
、および第２の検証データを生じさせる第２期間から回収したデータを分析する、請求項
１～４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項６】
　レポーティングアプリケーションが、第１の検証データと第２の検証データを比較する
レポートを生じさせる、請求項１～５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項７】
　データベースが、検証プロセスの実行前に、モニターされた検証ポイントの状態に対応
する基準データを記録する、請求項１～６のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項８】
　レポーティングアプリケーションが、各モジュールの検証ポイントが満足したかどうか
を特定するレポートを生じさせる、請求項１～７のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項９】
　レポーティングアプリケーションが、モジュールにおけるどの検証ポイントが満足した
のかを特定するレポートを生じさせる、請求項１～８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　データベースにおいて医療機関内の複数のモジュールを記録し、各モジュールは医療期
間内の物理的領域又は医療機関内で実行される機能と関連付けられ；
　複数のモジュールの各々と複数の清掃プロセスマップの異なるものとを関連付け；
　データベースにおいて複数の清掃プロセスマップを記録し、清掃プロセスマップの各々
は、関連モジュールのためのハウスキーピング手法を定義し、各清掃プロセスマップはさ
らに貯蔵プロセスおよび検証プロセスを含み、貯蔵プロセスは清掃製品、ツール、および
繊維製品のための貯蔵条件を定義し、検証プロセスは医療機関内で関連モジュールの清浄
度を示す１以上の検証ポイントを定義し、検証プロセスはさらに１以上の検証ポイントの
各々のためのモニターリング手法を定義し、１以上の検証ポイントが満足しない場合にお
いて是正措置を特定し；
　プロセッサーにおいて、１以上の清掃プロセスマップにおいて特定された、モニターさ
れた検証ポイントと関連した回収データを受け入れ；そして
　プロセッサーを用いて、医療機関内でハウスキーピング手法の順守を示す検証データを
生じさせるために回収データを分析する
ことを含む方法。
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